
 

（消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務） 

【答】 

適格請求書発行事業者は、課税事業者の求めに応じて、適格請求書の交付義務が生じます（消

法 57の４①）。 

そのため、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じませんので、貴社の利用規約等

において提供するサービスの対象を消費者に限定し、実際に事業者による利用がないのであれば、

適格請求書を交付する必要はありません。 

しかしながら、そうした制限にもかかわらず、実際に当該サービスを利用した課税事業者から

適格請求書の交付を求められた場合には、利用規約等にかかわらず、消費税法上、貴社にその交

付義務が生じることとなります。 

その際、貴社の提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業である場合

には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが可能です（消法 57 の４②、消令

70の 11）。 

  

問 24－３ 当社は適格請求書発行事業者です。当社の提供しているサービスは、利用規約におい

てその対象を消費者に限定しているため、課税事業者から適格請求書の求めがあったとして

も適格請求書の交付は行わないこととしてよいでしょうか。【令和６年４月追加】 


